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この故郷の風景を守りたい。見渡す限りの緑豊かな山々。鳥のさえずり。澄んだ空気。この故郷の風景を守りたい。見渡す限りの緑豊かな山々。鳥のさえずり。澄んだ空気。
この美しい風景は、私たち苅田町が誇るかけがえのない宝物です。しかし、この風景はこの美しい風景は、私たち苅田町が誇るかけがえのない宝物です。しかし、この風景は
たった１つの小さな火によって、一瞬で失われてしまうかもしれません。山を飲み込んたった１つの小さな火によって、一瞬で失われてしまうかもしれません。山を飲み込ん
だ炎は、やがて私たちの住む場所へと牙をむく可能性があります。だ炎は、やがて私たちの住む場所へと牙をむく可能性があります。
令和７年に岩手県で発生した林野火災では、約３３７０ヘクタールもの森林が消失し、令和７年に岩手県で発生した林野火災では、約３３７０ヘクタールもの森林が消失し、
226 棟の家屋と尊い命が奪われました。全国で続く大規模火災、その原因の多くは、た226 棟の家屋と尊い命が奪われました。全国で続く大規模火災、その原因の多くは、た
き火や火の不始末など人の手によるもの。それは、「防げたはずの火災」だったのです。き火や火の不始末など人の手によるもの。それは、「防げたはずの火災」だったのです。
この悲劇を繰り返さないために、大切な故郷の風景を守るために。私たち一人ひとりにこの悲劇を繰り返さないために、大切な故郷の風景を守るために。私たち一人ひとりに
今できることを確認しましょう。今できることを確認しましょう。
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私たちの町を火災から守る
令和８年１月１日から「林野火災注意報・警報林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。 新しい約束
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台
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情
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左
上
の
表
で
紹
介
し
ま
す
！

教え
て！消太くん

①山林・原野
での火入れを
しない。農業
目的などでの
火入れも対象

②花火をしない

③屋外で火遊び
たき火を
しない

④燃えやすい物
の近くで喫煙し
ない

⑤残火・吸い殻
を完全に
始末する

火の粉が飛散しない形態の
火を使用する製品等に限る

バーベキュー 七輪（炭火など）

この行為は
規制対象外だよ

次の行為は
林野火災注意報・警報林野火災注意報・警報

の発令時に制限の発令時に制限
      されるよ！

消防本部の
雄太くん
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項目 林野火災注意報 林野火災警報
どんなとき 晴れが続いて空気がカラカラ（※１） 注意報に加えて、強い風がビュービュー（※2）

キーワード 乾燥 乾燥+強風

屋外の火…
どうする？ 火の取り扱いに「注意」しよう！ 火の使用は原則「禁止」

もしも… 努力義務です。ご協力をお願いします。 違反すると罰則（30万円以下の罰金等）があります。

私たちの町を火災から守る
令和８年１月１日から「林野火災注意報・警報林野火災注意報・警報」の運用が始まりました。

③

※１　前 3日間の合計降水量が 1mm以下 +前 30 日間の合計降水量が 30mm以下または、乾燥注意報の発表
※２　林野火災注意報の発令指標 +強風注意報の発表

「注意報」と「警報」の違いを紹介するよ「注意報」と「警報」の違いを紹介するよ

ポイント１：対象は町全域、季節は問いません。
ポイント２：発令は苅田町が行います。
　注意報・警報発令時はすぐにお知らせ
　　・町のホームページ
　　・消防車両の巡回広報
ポイント３：火災と間違いやすい火の取
　り扱いをする場合は、事前に消防本部
　へ届出が必要です。電子申請も可能！

□乾燥・強風の日は火を使わない
□たき火や火入れは複数人で行う
□火から目を離さない
□消火用の水を用意しておく
□使用後は完全に消火したことを確認する
□たばこの投げ捨て、火遊びは絶対にしない

今日からできる！森を守るアクション 今日から知ろう！林野火災注意報・警報

山火事を防ぐ山火事を防ぐ 知っておきたい知っておきたい６６つのポイントつのポイント ３３つのポイントつのポイント

山火事は、ほんのわずかな油断でも発
生します。屋外での火の取り扱いには、
次の点に注意しましょう。

林野火災注意報・警報の発令について、
次の点に注意しましょう。

ポイントは
６つ

ポイントは
３つ

電子申請は
QRコード
から↓
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